
。

。

。

。

平成 31年 3月 20日(水曜日) 石川 県公 報 号 外

、， ‘ -“  平成 31年 3 月 20 日(水曜日)~‘"・.. --，守邑 号

←・ (第 14 号)
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規則l
0石川県立能楽堂条例施行規則等の一部を改正する規則

(財政課 )

O介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

(長寿社会課) 9 

0石川トライアルセンタ一条例施行規則の一部を改正す
る規則 (産業政策課) 9 

0石川県工業試験場等の手数料に関する規則の一部を改
正する規則J ( 同 ) 11 

0いしかわ次世代産業創造支援センタ一条例施行規則の
一部を改正する規則 ( 同 ) 22 

規

次

0石川ウッドセンタ一条例施行規則の一部を改正する規
員iJ (生産流通謀) 24 

0石川県農林総合研究センターの手数料に関する規則の
一部を改正する規則 ( 同 ) 24 

0石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水
道技術管理者の資格等を定める条例施行規則の一部を
改正する規則 (水道企業課) 26 

0石川県証紙条例施行規則の一部を改正する規則
(出納室) 26 
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9， 720 11，320 12，960 27，520 9，900 11，540 13，200 28， 040 

6，480 8， 080 9， 720 19，440 6，600 8， 240 9，900 19，800 

6，480 8， 080 9， 720 19，440 6，600 8， 240 9，900 19，800 

4， 320 5，920 7，560 15， 120 4，400 6， 040 7， 700 15， 400 

6，480 8， 080 9， 720 19，440 6，600 8， 240 9，900 19，800 

呂田縫幅拡 1 aやモト
4， 320 5， 920 7，560 15， 120 

今い
4，400 6， 040 7， 700 15， 400 

4，840 6，480 8，080 16，200 4，940 6， 600 8，240 16， 500 

3，240 4，840 6，480 12，960 3， 300 4， 940 6，600 13， 200 

1，080 1， 600 2，680 4，840 1， 100 1， 640 2，740 4， 940 
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に 改める。

( 石川県 立音楽堂条例 施行規 則 の 一 部 改 正 )

第 三 条 石 川 県 立音楽堂条例 施行規則 ( 平 成十 三 年 石 川 県 規 則第 四 十 二 号 )

別 表 金額の欄を次のように改める。
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の 一 部 を次のように改正する。
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( い し か わ総合スポー ツ センター の 体 力 測 定 機器の使用料の額を定める規則 の 一 部 改正)

第 四 条 い し か わ総合スポー ツ センター の 体力測 定 機器の使用料の額を定める規則 (平成 二 十 年石 川県 規則 第 四 号 )

の 一 部 を次のように改正する。

本 則 の 表金額の欄 を 次のように改める。
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( 石川県 青少 年 総合研 修 センター 条 例 施行 規則 の 一 部 改正)

第 五条石川 県 青少年総合研 修 センター 条 例 施行規 則 (平 成十四 年 石 川 県 規則 第 十 一 号 )

る 。

の 一 部 を次のように改正す
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別 表 中 に 改める。を

( 石川ハ イ テ ク交流 セ ン タ ー 条 例 施行 規則 の 一 部 改正)

第 六条石川 ハ イ テ ク交流センター 条 例 施行規 則 (平 成五年石 川県 規則 第 四十 五 号)

別 表 を次のよ う に改める。

別 表 ( 第 四 条 関係 )

加々 ミ主

の 一 部 を次のように改正する。

i三E
』三

大
大

議
ヨt
三斗三

zt
三h

 

室
議

議

附
場

場

附
三田江

属
属

響
区

設
設

設

備
備

備

設霊特音置
レ
。
。

カ
金び

動電式
V
 
移動

液品プ
音霊置

レ
動電式

カ
C

 

響音装置

。
。

V
 

ザオ
て

H
 
日

セ
T
 

ザオ
て

セ
プ D

 
H
 
H
 
T
 

P
 
P
 

ツ
よ

R
 
ス

ツ
P
 
P
 
R
 

ス
アト

ぶつ
ス

ア、
/

ロ
ス

アト
レ

ス
分

ク
クリ

ジ
クリ

クリ
イ

リ
ツ

コこ
イ

ツ
ヤ

ン
キ

クタ
ン

キ
タ

ン
ン

タ
ン

ン

位単
式

本
ぷ口
」、

ふロ
も

4ロ
A

 
式

4口
A

 
4ロ

A
 
式

4口
A

 
式

本
斗ロ
」、

4ロ
A

 
4ロ
-

4口
」、

4口
」、

斗口
」、

ぷ口
」、

一ノ
」、

基
、

、

一ノ
」、

四
五

五
。ノ¥

四
五

四
五

準

。。円。。
円

八O
 

円
。。円

額
0
 

円
。円。

円
0
 

円
。円。

円
0
 

円
。円

0
 

円
。円。

円
。円。

円
。円

0
 

円

口
口

時噌熊圃日

口
口

申E書告
久にさで
もt

 

).l 
k士

rコ
¥..l
¥ 

「守
ロ

よ
¥と

~ 寸~プT 寸て
¥迂

'i¥， 
'-=
 

口
¥と

¥' 
"
 」ケ

、
¥' 

H
 

¥迂 、

を

口
剤費口

口
口

時曙揖醐日

ミき久てもt
 

k士
rコ

f寸
ロ

¥と
~ 

T
 

寸て
¥迂

'i¥， 
に=

¥と

¥' 
」作

、
¥' 別 記 様式第二号中



同 相 同 問 ω 円 相 ω 」 4 NC E ( 決 議 司 )

口
口

口
口

母首長口
E

 f
 ドGロか，

 

型同昔
口

にさよて
もも

。
。

k士
).l 

同
国

「守
¥"j
¥ 

"'d
 

"'d
 

¥と
Fγ

 
二、

).l 
一T

':
5 

o
ぜ

寸¥.l
，て
L
 

¥迂
斗
L

).l 
も
τ，

¥迂

¥二
¥と

k代士

¥二
ロ

¥' 
」台

九H〈:
¥討

¥' 
¥' 

¥迂 ¥tr
 

剖 期緬 bラ

を

布陣味噌掛剛口

口
口

口
口

ゆく口芸

崎二ラて、t
 。
。

k士
国

同
rt 

ト刀
ドロ

¥ミ
トγ

).l 
-r
 

0
'

 

三￥
斗
L
<f¥ 

¥証

日二
¥と

¥ニ
、〈

」台
¥tr
 

¥' 
¥' 

に 改める。

( 石川県 新分野創 造 開発支援センター 条 例 施行規則 の 一 部 改正)

第 七 条 石 川 県 新 分 野創造開発支援セン タ ー 条 例 施行規 則 (平 成九 年 石川 県 規則 第 十 七 号)

す る。
別 表 金額の欄 を 次のように改める。

金 額
六 、 四九 O 円

六 二 八 O 円

( 石 川 県 立 山 中 漆器 産 業技術センター 条 例 施 行規則 の 一 部 改正)

第 八 条 石 川 県 立 山 中 漆器産業 技 術 センター 条 例 施行規 則 (平 成九年石川 県 規則 第 四 号 )

る 。
別 表 金額の欄を次のように改める。
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( 石川県 立九谷焼技術 者 自立支援工 房 条 例 施 行規則 の 一 部 改正)

第 九条石川 県 立 九 谷 焼 技術 者 自立支援工房 条 例 施行規 則 (平 成十三 年 石川 県 規則 第 十三 号)

正 する。

別 表 金額の欄 を 次のよう に 改める。
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の 一 部 を次のように改正

の 一 部 を次のように改正す

の 一 部 を次のように改
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( 石川県立産業技術専門校条例施行規則の一 部 改正)

第 十条石川 県 立産業技術専門校条例施行規則(昭和四十八年石川 県 規則第十九号)

別 表第二 金 額の欄を次のように改める。

の 一 部 を次のように改正する。

金
一一一 、

二 、 0 00円

四 五 O 円

四 二 O 円

二 四 O 円

四 五 O 円

三 三 O 円

額
一 一 O 円

四 七 O 円

( 家畜保健衛生手数料に関する規則の一 部 改正)

第 十 一 条 家畜保健衛生手数料に関する規則(平成十二 年 石川 県 規則第十九号)の一 部 を次のように改正する。

別 表の2 の 表 一 の 項中「一 、 五六O 円 」を「一 、 六 O O円 」に改め、同表二 の 項中「一 、 二 五 O 円 」を「一 、 二

八 O 円 」に、「 三 、 O 八 O 円 」を「一 一 一 、 一 五 O 円 」に、「二 、 八九O 円 」を「 二 、 九四O 円 」に改め、同表三 の 項中

「 七、 三 三 O 円 」を「七、四七O 円 」に、「 三 、 一 二 O 円 」を「一 一 一 、 一 九 O 円 」に、「 九 八 O 円 」を「一 、 O 一 O 円 」

に 改め、同表四の項中「二 四 O 円 」を「 二 五 O 円 」に、「 四 八 O 円 」を「玉O O円 」に、「一 、 二 二 O 円 」を「一 、

一 五 O 円 」に改め、同表五の項中「一 一 一 八 O 円 」を「三 九 O 円 」に、「一 、 七七O 円 」を「一 、 八 一 O 円 」に、「 六 O

O 円 」を「 六 一 O 円 」に、「二 三 O 円 」を「二 四 O 円 」に、「三 、 七 O O円 」を「 三 、 七七O 円 」に、「一 、 O 一 O

円 」を「て O 三 O 円 」に、「二 、 三 五 O 円 」を「二 、 三 九 O 円 」に改め、同表六の項中「七 五 O 円 」を「 七 六 O

円 」に、「五二 O 円 」を「五一 一 一 O 円 」に改め、同表七の項中「一 、 七六O 円 」を「一 、 八 O O円 」に改め、同表八

の 項中「一 一 一 、 六 O O円 」を「三 、 六六O 円 」に改める。

( 金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則の一 部 改正)

第 十 二 条 金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則(昭和四十七年石川 県 規則第二 十 八号)の一 部 を次のように改正する。

別 表第四中「千八十円」を「千 百円」に、「千二 百 八十円」を「 千 三 百 十 円」に改める。

( 金沢競馬場管理規則の一部改正)

第 十三 条 金沢競馬場管理規則(昭和六十一 年 石川 県 規則第五十四号)の一 部 を次のように改正する。

別 表第一 項 の表一 の 項中「九万七千二 百円 」を「九万九千円」に、「十万八千円」を「十一 万 円」に改め、同表

二 の 項中「二 千 六百八十円」を「二 千 七百四十円」に、「五 千四百円」を「 五 千五百円」に、「七千七百六十円」を

「七 千九百十円」に、「一 万 八百円」を二 万 千円」に、「一 万 四千四十円」をご 万 四千三 百 円」に、「一 万 九千

四 百四十円」をご 万 九千八百円」に改める。

( 違法駐車車両を移動した場合の費用の額を定める規則の一 部 改正)

第 十四条違法駐車車両を移動した場合の費用の額を定める規則(昭和五十一 年 石川県規則第六十四号)の一 部 を次

の ように改正する。
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第 二 条 中 「一 万 二 百 八十円」を「一 万 四百七十円」に改める。

附 則

こ の規則は、平成三 十 一年十月一 日 から施行する。 た だし、第一 条 の規定は、同 年四月一 日 から施行する。

介 護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基 準を定める条例 施行規則の一 部 を改正する規則をここに公

布 する。
平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川県知事 本 正 憲谷

石 川県規則第四号

介 護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 を改正する規則

介 護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成三 十 年石川県規則第七号)

の 一 部 を次のように改正する。

第 十 一 条 第二 項 を次のように改める。

2 条 例第三 十 三 条 第三 項 の規則で定める基準については、医療法施行規則第九条の八、第九条の九、第九条の十二 、

第 九条の十三 、 別表第一 の二及び別 表第二 り 一 一 一 、 臨床検査技師等 に関する法律施 行規則(昭和三 十 三 年 厚生省令第

二 十 四号)第十二 条 並びに臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一 部 を改正する省令(平成十八

年 厚生労働省令第七十五号)附則第二 条 の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床

検 査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三 十 三 年 厚生省令第二 十 四号)第十二 条 の規定を準用する。

こ の場合において、医療法施行規則第 九条の八 第 一一 項 中 「 法 第十五条の三 第 一一 項 第 二 号 の病院、 診療所又は前条の

施 設(施設告示第四号に定める施設を除く。 ) における厚生労働省令で定める基 準」とあるのは「病院 、診療所又

は 臨床検査技師等に関する法律第二 十 条の三 第 一 項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生

省 告示第十七号。 次 項において「施設告示」という。 ) に定める施設(第 四 号に掲げる施設を除く。 ) における検体

検 査の業務(介護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「条 例」という。 ) 第

三 十 三 条 第三 項 第 一 号 の規定による検体検査の業務をいう。 次 項において同じ。 ) の適正な実施に必要なものの基

準 」と、同条第二 項 中 「 法 第十五条の三 第 一 項 第 二 号 の前条の施 設(施設告 示第四 号 に定める施 設に限る。 ) にお

け る厚生労働省令で定める基準」とあるのは「施設告示第四号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施

に 必要なものの基準」と、同令第九条の九第一一 項 中 「 法 第十五条の三 第 二 項 の規定による医療機器又は医学的処置

若 しくは手術」とあるのは「条例第三 十 三 条 第三 項 第二号の規定による医療機器又は医学的処 置」 と 、同令第九条

の 十 二 中 「法第十五条の三 第 二 項 の規定による第九条の八の二 に 定める医療機器」とあるのは「条例第三 十 三 条 第

三 項 第三 号 の規定によ る医 薬品、 医 療機器等の品質、 有 効 性及び安 全性の確保等に関する法律第二 条 第八項に規定

す る特定保守管理医療機器」と、同令第九条の十三 中「法 第十五条の三 第 二 項 の規定による医療」とあるのは「条

例 第三 十 三 条 第三 項 第四号の規定による医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二 条 第一 項 中 「 法 第

二 十 条の三 第 二 項 の 厚 生労働省令で定 める基準」とあるのは「介 護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営 に関す

る 基準を定める条例第三 十 三 条 第三 項 第 一 号 の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、

臨 床検査 技 師、衛生検査 技師 等に関する法律 施 行規則の一 部 を改正する省令附則第二 条 の規定によりなおその効力

を 有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二 条 第一 項 中

「 法第二 十 条の三 第 二 項 の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営

に 関する基準を定める条例第三 十 三 条 第三 項 第 一 号 の規定による検体検 査の業務の適正 な実施 に必要なものの基 準」

と 読 み替えるものと する。

附 則

こ の規則は、公布の日から 施 行する。

石 川トライアルセンター 条 例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川県知事 本谷 正 憲

石 川県規則第五号

石 川トライアルセンター条例施行規則の一 部 を改正する規則

第 一 条 石川トライアルセンター条例施行規則(平成二 年 石川県規則第十二 号) の 一 部 を次のように改正する。
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別 表 に次のように加 え る。

五 十 七 計 装化 振 動試験機 一 時 間につき 四 、 二 八 O 円

第 二 条 石 川 ト ラ イ アルセンタ ー 条 例 施行 規 則の 一 部 を次の よ うに改正する。

別 表 金額の欄 を 次のように改める。
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困IIOB::

困IIOB::

同IIIOB::

gjlIOB:: 

gjlIOB:: 

l' <1 OB:: 

gjlIOB:: 

gjlIOB:: 

国IIOB::

く同OB::

-F2，' KIOB:: 

KgjOB:: 

国IIOB::

-tJgjOB:: 

gjlIOB:: 

国， 111同OB::

主 E
1 J E;' $Z~:ti ' 住ト世 111 十 11叶 gj m:: l m -R心蛍!とかの。 紀半l ....Y 総 1 1 吋~E;' $Z{1!;!:ti' [j[母十m::lm-R心慢にいの。

時三i!!!K刊紙括経聴割wE;' \十ト議互主L!.mÆヤl{ð~寝~E;' 1 話会j話同ヤl{ð~震直今{<Jけけと1(41キ-rl{ð。
併笹川十 1J廿111m::II+m

同三i!!!KJ長怖 や -14 同 蝋同三~!II'{fiö(~張KDIr時三E長叶制*;j;正益悪感担w E;'\!ト主張主L!.mÆ炉心事~~E;' 1 1話会)総同炉心事~~
総 |宅供 時三~H縦揺昔話聴者rE;' Ilr主張互主と1 mÆ-rt(ð巌亘(併世十 1 1 剥ー ト尽ミ~蝦亘紙十川口it' ) E;' 1 話会)支~E;' ~小己主主同いの。â;~ H E;'*隠~E;'担率モト 13，880円」会)11，850円」 以F

ビッカース硬さ、ブリネル硬さ、
1測定 960円

硬さ試験
ロックウェノレ硬さ

マイクロビッカース硬さ 1測定 1，610円

超微小硬さ 1測定 1，960円
会]

3， 180円

硬さ分布試験 1試料 [i闘が一点目から 3点ごとに100円を

算する。

ビッカース硬さ、ブリネル硬さ、

ロックウェル硬さ
1測定 960円

硬さ試験 マイクロビッカース硬さ 1測定 1，610円

マイクロビッカース硬さ(高温) 1測定 4， 760円

超微小硬さ 1測定 1，960円

3， 180円

硬さ分布試験 1試料 [;間一点目から 3点ごとに100円を

算する。

L!.恒常的。
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9， 530円

硬さ分布試験(高温) 言叫斗[力測U定点が 10ぷを超える~きは、
1 点目から 3点ごとに600円を

算する。

a;粥N G'11I者8G'邸主ト 13，510円」会)13，730円J f)部去のO

E芸術的G'*隠さQ郡モト 13，510円」会)13，730円」以部公的OE術 ~G'*隠さe担率モト

Ir回転曲げ疲労試験機 巨E

三次元造形機用電気炉 1時間

高温摩耗試験機 1時間

マイクロビッカース硬さ試験機 1時間

微小部X線応力測定装置 1時間

三次元造形機用電気炉 1時間

510円

650円

870円

1，510円

1， 380円

3，490円

870円

1，820円

レーザー肉盛装置 1時間 [??物1立方センチメ 一目 ]
200円を加算する。

高温摩耗試験機 1時間 1，510円

マイクロ ビッカース硬さ試験機 1時間 1， 380円

高温マイクロ ビッカース硬度計 1時間 3，870円

微小部X線応力測定装置 1時間 3，490円

構造最適化システム 1時間 820円

郎モト 11，180円」会)11，270円」以都台除。

総 1 1<<* ト与三~判 事縦揺品番勝首1J:'G' Hト訴事!.li:llß1o--1'(<)事z~ G' 1 .話会l支SG'.Lt小以部同10--1'(<)。

a;11I者，....;G'*隠三G'~-R-cD~G'~うt6t-' G'-4同邸G'璽会]会SG'ム-{""己都台子。。

2， 640円

2， 530円

3， 240円

2， 530円

2， 140円

2， 030円

3， 690円

7， 280円[~視問し又は倍率加する山 060円]
を加算する。

2， 030円

8， 100円

[ 1成分を増すごとに1，060円を力目算する。〕

600円

号 外

ト)， 

会l

!.l定予定，I@:*隠さe 
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8， 590円

[?さ方向析1水準を増すごとに簡単なものは]

110円を、複雑なものは2，320円を加算する。

4， 290円

7， 280円

13，240円

2， 030円

710円

3， 960円

1， 320円

1，880円

5， 720円

〔試験時間が 1時間を超えるごとに930円を加算する。〕

5，010円

1， 590円

2， 750円

2， 750円

7， 170円

1，320円

980円

1， 630円

4，840円

1，990円

3， 240円

[T定点が山超山きは 11点目から 3点ごと)

100円を加算する。

9， 700円[T定点が 10，#:~超山きは 11畑山口]
610円を加算する。

2， 640円

3， 700円

1，920円

1，920円に6箇所目から 1箇所ごとに320円を加算した

額

2， 640円

2，640円に6箇所目から 1箇所ごとに420円を加算した

額

1， 320円

2， 250円

4， 080円

7，880円

1， 320円

1， 320円

3， 960円

1， 320円

[1定箇所が岬を超日きは 11箇所目から5J

所ごとに210円を加算する。
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2， 970円

2，970円に51枚目から10枚ごとに210円を加算した額

9，800円

2，870円

1， 320円

4， 510円

1，870円

亘判延，-;G' 111者~ G'邸主ト 1 17 ， 800 円」会) 118， 120円J ~ J恒常的。冨術N G'術445事 Q霊会j室長 Q 吋小己主~-:Q l{d。

金 額

1， 320円

1， 320円

1， 080円

1， 080円

1， 080円

1， 080円

1， 320円

1，820円

1，820円

1，820円

1，820円

1，820円

1，820円

1，820円

2，400円

2， 640円

1，820円

2， 030円

2， 140円

1，820円

1， 080円

2， 530円

2， 140円

1， 320円

1， 320円

1， 320円

1， 320円

1， 320円

1， 080円

1， 320円

1， 080円

1， 320円

1， 320円

1， 210円

1， 320円

1， 590円
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1， 590円

1， 320円

1，420円

2，430円

5， 960円

1，420円

7， 280円[~視野を増し又は倍率加するごとに1. 06叶
を加算する。

2， 030円

600円

8， 100円

[ 1成分を増すごとに1，060円を加算する。〕

2， 140円

3， 360円

370円

3， 630円

7， 060円

2， 530円

3， 630円

3， 790円

6， 620円

880円

2， 030円

2， 030円

1， 080円

2， 030円

3， 360円

6， 560円

13， 130円

26， 220円

1， 320円

1，920円

880円

1， 080円

710円

1，820円

880円

880円

1，820円

1，820円

1，820円

880円

1， 700円

1， 320円

2， 030円

1，820円
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三出â;1l1曜の 8 ~何々井忠喜 e璽必j安否 Q 吋小L!.都公的。
金 額

2， 250円

3， 240円

[日層が 1関山き は 2層目から 1層ご]

とに170円を加算する。

4， 120円

600円[4~ 試料を超えるときは 6試料 目的 1試料「

円を加算する。

710円[5~ 試料を超えるときは 6試料目から 1試料ごとに]

円を加算する。

7， 540円

980円

3， 360円

3， 790円

6， 620円

4， 290円

9，210円

3， 540円

5， 340円

4， 260円

13，590円

1， 080円

1， 310円

2， 290円

2， 230円

4， 050円

980円

1，450円

2， 730円

2，820円

4， 350円

1， 700円

600円

980円

5，810円

1，770円

6， 230円

10，780円
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2， 020円[~円0時間を超叩きは 1時加問を超え抗る山OOj

を加算する。

4， 050円

[岬円を超山 き は 1時悶え泊るごと比山山一にU日山l四190卯O

を加算する。

3， 960円

1， 590円

2，430円

3， 960円

4，410円

3， 690円

7， 280円

9， 930円

13， 130円

13，210円

15，540円

1， 320円

冨判曜でrG' ~将4J;I思惑 Q整会j室長 Q ム-f，，"U部去の。
金 額

4， 790円

3，880円

5， 350円

3， 360円

3， 360円

1，920円

2， 690円

5， 300円

2， 140円â;1l1曜のG' ~持制題e璽必j室長 Q 吋小u話交の。
金 額

3， 960円

5， 230円

9，210円

1， 590円

1， 590円

1， 320円

4， 690円

9，210円

3，960円

4， 690円

2， 640円

3， 960円

2， 970円

4，820円
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9， 620円

3， 240円

3， 690円

9，210円

7，880円

1， 320円

5，740円

17，780円

1， 080円

7， 280円[~視野を増し又は倍率加するごとに1. 060円]

を加算する。

2， 030円

8， 100円

[ 1成分を増すごとに1，060円を加算する。〕

600円

3， 680円â;~CD 8 ~持制髄e璽会j告訴 Q 吋小~吉~-:Q l{d。

金 額

1， 590円

1， 590円

1， 210円

1， 320円

1， 080円

1， 080円

1， 320円E粥ド 8 ~持4J;I車事 8整会j室長 Q 吋小己主~-:Q l{d。

金 額

2， 250円

42， 080円

7， 020円

9，820円

21，420円

2， 250円E芸術∞ 8 ~隠モト í 1 ， 390円」 会) í 1 ， 420円 J~話交のO

E芸術σ)8術モト i1，990円」会) í 2 ， 030円 J~括公的。â;1l1者 S8 ~阿佐 í2 ， 100円」会) i2， 140円J~' i690円」ぬ) i710円」己都去のO

E芸術:::8縦荘 i1，290円」会) í 1 ， 320円 J~話交の。E芸術s::l 8 ~持モト í2 ， 700円」会) i2， 750円 J~括公的OE尚 ~8 ~何々骨髄e璽今記長 8 "-6'，，~話交の。
金 額

1， 210円

1， 320円

2， 640円

号 外
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1， 080円

1，860円

2，110円

750円

410円

1， 720円

670円

880円

520円

660円

760円

580円

1， 020円

330円

360円

890円

1， 160円

2， 590円

6， 500円

610円

360円

390円

1，840円

3， 130円

1， 790円

2， 050円

520円

1， 740円

380円

7，800円

4，850円

7， 510円

600円

680円

2， 290円

2， 290円

1， 520円

1， 010円

2， 670円

1，440円

〔造形物 1立方センチメートル当たり40円を加算する。〕

1， 520円

〔造形物 1立方センチメートル当た り70円を加算する。〕

3，460円

〔造形物1立方センチメートル当たり200円を力目算する。〕

2， 620円

1， 010円
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880円

1，850円

〔造形物1立方センチメートル当た り200円を加算する。〕

1， 530円

1，400円

3， 940円

3， 550円

830円

630円

24時間を超える場合は、 1時間を超えるごとにそれ

ぞれ次に定める金額を力目算する。

ア 24時間を超え50時間以下の場合 260円

イ 50時間を超え200時間以下の場合 200円

ウ 200時間を超え1000時間以下の場合 170円

700円

24時間を超える場合は、 1時間を超えるごとにそれ

ぞれ次に定める金額を加算する。

ア 24時間を超え50時間以下の場合 290円

イ 50時間を超え200時間以下の場合 220円

ウ 200時間を超え1000時間以下の場合 180円

2，470円

690円

3，910円

1， 240円

2， 100円

2， 620円

1， 330円

1， 050円

900円

750円

740円

1， 040円

820円

620円

580円

570円

700円

550円

530円

530円

6， 240円

920円

360円

560円

480円

490円

1，960円
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1， 510円

530円

2， 900円

1，480円

7， 070円

1， 730円

2， 340円

7， 570円

490円

490円

490円

490円

490円

490円

600円

490円

490円

490円

490円

600円

710円

490円

600円

490円

930円

4，740円

1，470円

830円

750円

2， 260円

770円

1， 760円

1， 140円

6， 080円

3， 150円

1， 000円

850円

840円

4，810円

2，490円

1， 290円

1， 730円

1， 100円

4， 150円

1， 380円

4， 310円

700円
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別 表日の表中「 H U202」 を「ゲ 叶 C CZ」 に改める。

附 則

こ の 規則は、 平 成三 十 一年四月一 日 から施行する。 た だ し 、 第 二 条 の規定は、

加々

同 年十月一 日 から施行する。

い しかわ次世代産業創造支援センター 条 例施 行規 則 の 一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川 県 知事

石 川県規則第七号

い しかわ次世代産業創造支援センター条例施行 規 則 の 一 部 を改正する規則

第 一 条 いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則(平成二 十 三 年 石川県規則第六号)

改 正する。

別 表に次のように加える。

谷 本

ミ主

正 憲

の 一 部 を次のように
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十 八 プ レ ー ダ 装置 二 、 八九O 円

第 二 条 い し か わ次世 代 産業創造支援センター 条 例 施行 規則 の 一 部 を次のよ う に改正する。

別 表 金額の欄 を 次のよ う に改める。

金

四
四

五
四

玉
四

七
九
。

九
一ノ」、

九
五

玉
八

八
八九
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一0.
0
 

八
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一0.

九0
 

0
 

円

八
J¥.
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四

四
。 ー0

.
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一0.
七

九九
額

四
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九
七

九
ムr
，
 

八
。。円
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七
J¥.
 

七
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四
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七
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四

。円。
円
。円 0
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円
0
 

円
0
 

円
。円 0
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。円。円

0
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附 貝
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こ の 規 則 は、平成三 十 一年四月 一 日 から施行する。 た だし、 第 二 条 の規定は、同 年十月一 日 から施行 す る。

石 川 ウ ッ ド セ ンター 条 例施行規則 の 一 部 を改正する規則 を こ こ に公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川県知事 本谷 正

石 川県規則第八号

石 川 ウ ッ ド セ ンター条例 施行規 則 の 一 部 を改正する規則

第 一 条 石川ウッドセンター条例施行規則(平成三 年 石川県規則第二 十 二 号 )

別 表木材 加 工 機械の部に次のように加 え る。

の 一 部 を次のように改正する。

ノ
¥

ネ ノレ ソ 一 時 間につき 四 四 O 円

第 二 条 石 川 ウ ッ ド セ ンター 条 例 施 行規則の一 部 を次のように改正する。

別 表 木材用強度試験機の部及び木材加工機械 の 部金額の欄を次のように改める。

四
五

一ノ'
"

、
、

。凶四円
ーr;
.

四
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一r;
.

五
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七
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七
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+
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七
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。。円
八 0
 

円
O
 

四円
。。円

0
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。。円

。円
。円

0
 

円
。円
。円

0
 

円
。円

0
 

円
。円

0
 

円
0
 

円
0
 

円
。円

0
 

円

別 表 測 定 機器の部色差計の項中 三 二 O 円 」を「一 一 一 二 O 円 」 に改め、同部表面組 さ 計の項中 「 五 一 O 円 」 を 「 五 三

O 円 」に改め、 同 部デジタル 変 角光沢計の項中「二 O O円 」をコ二 O 円 」 に改め、 同 部恒温恒湿器の項中「五四O

円 」 を「五五O 円 」 に改める。

附 則

こ の 規則は、 平 成三 十 一年十月一 日 から施行する。 た だ し 、 第 一 条 の規定は、 同 年 四 月 一 日 から施行する。

石 川 県 農林 総 合研究センター の 手数料に関する規則 の 一 部 を改正する規則 を こ こ に公布 す る。

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川県知事 本谷 正

石 川県規則第九号

石 川 県 農林 総 合研究センター の 手数料に関する規則の一 部 を改正する規則

第 一 条 石 川 県 農 林 総 合研究センター の 手数料に関する規則(平成十五年石川 県 規則 第 二 十 号) の 一 部 を次のように
憲

憲
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部同かの。

a;111曜ω(;*総長主主t謎括経 (∞制収、ヘームミミZヰドー) (;回会l 会~ (;.Lt小~部去の。
|木材乾燥試験

口

川

【
1
i
 

出坦j
線11点 ト尽ミ~軍医薬誕司ロ慶長記キJ 入、-(;1+ト主張~~~豆炉心事~~、 (; 1 話会]支~(;ム~，Ç"\~部同炉心。

亘判延，-;(; 111延々~~(;璽必j 室長 Q ム~，Ç"\~話交の。
金 額

11， 570円

19， 100円

15，850円

30， 690円

11， 570円

23， 150円

19， 100円

19， 100円

19， 100円

19， 100円

32， 700円

21，800円

410円

810円

a;111者N (; *持制~(;軍事会l 告訴 Q 吋小~話交の。
金 額

12，480円

14，930円

11，800円

13， 110円

18， 300円

1，930円

18， 300円

31，860円

22， 150円

12，740円

6， 370円

12，740円

6， 370円

19， 550円

9，770円

2， 730円

11，400円

nQ骨1婦の(;*阿佐 15，150円」ぬ) 15 ， 240円 J~話交の。
a;111者寸<(;*持モト 123，880円」 必)124，320円J~ ' 115，000円」 会)115，280円J~' 113，770円」 州 114，020円J~ ' 
15， 350円」会)15，450円」己都去の。

E芸術的(;*持モト 134，770円」会)135，410円」 とよ 115， 150円」会)115，430円」 己都去のO

E粥(0(;術モト 11，660円」会) 1 1 ， 690円 J~話交の。
主置
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こ の規則は、平 成三 十 一年十月一 日 から施行する。 た だし、第一 条 の規定は、同 年四月一 日 から施行する。

石 川 県 水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則の一 部 を改正す

る 規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県規則第十号

石 川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則の一

部 を改正する規則

石 川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則(平成二 十 四年

石 川県規則第四十八号)を次のように改正する。

第 二 条 第 一 号 中 「 よ る」を「基づく」に改め、同条第三 号 中 「 又 は水道環境」を削る。

第 三 条 第 一 号 中「卒業し た」 の下に「(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門 職大学 の前期課程( 以下この

号 において「専門 職大学 前期課程」という。) を修了した場合 を含む。) 」 を、 「 同 条第三 号 に規定する学校の卒業者」

の 下に「(専門職大学前期課程の修了者を含む。 次 号において同じ。 ) 」 を加える。

附 則

1 こ の規則は、平成三 十 一 年 四月一 日 から施行する。

2 こ の規則の施行前に行われた技術士 法 (昭和五十八年法律第二 十 五号)第四条第一 項 の規定による第二次試験の

う ち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の石川県

水 道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則第二 条 第三 号 の適用に

つ いては、同法第四条第一 項 の規定による第二 次 試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択

科 目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

石 川県証紙条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

平 成三 十 一 年 三 月 二 十 日

石 川 県 知事 本谷 正 憲

石 川県規則第十一号

石 川県証紙条例施行規則の一 部 を改正する規則

石 川県証紙条例施行規則(昭和三 十 九年石川県規則第三 十 二 号) の 一 部 を次のように改正する。

第 十七条第一 項 中「千分の二十五・ 九 二 」 を「千分の二十六・ 四 」 に改め、 同条第二 項 の表中
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五

十
.

 
，

 
.

 
十

五 に 改め、同条第三 項 中「千分の二十 六 」を「千分の二十を

一 ご に 改める。

附 則

こ の規則は、平成三 十 一年十月一 日 から施行する。
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